
一般社団法人 専修大学デジタルコミュニティ通貨 

コンソーシアムラボラトリーの会費に関する細則 

(2023 年 5 月 26 日改定) 

 

一般社団法人 専修大学デジタルコミュニティ通貨コンソーシアムラボラトリーの会費につ

いては、以下により取り扱うこととする。 

 

１． 会費 

正会員の年会費は以下の通りとする。 

①  個人会員（一般）                      1 万円 

②  個人会員（学生、無職）                                   0.5 万円 

③  団体会員（大学、公的研究機関等）               5 万円 

④  団体会員（民間企業、資本金 100 億円超）          15 万円 

⑤  団体会員（民間企業、資本金 10 億円以上 100 億円未満）    10 万円 

⑥  団体会員（民間企業、資本金 10 億円未満）          5 万円 

⑦  団体会員（都道府県、政令指定都市）            15 万円 

⑧  団体会員（中核都市、特別区）               10 万円 

⑨  団体会員（その他の市町村）                 5 万円 

⑩  団体会員（社団、財団、特定非営利活動団体、各種団体）    3 万円 

   

賛助会員の入会費は以下の通りとする。ただし、１口１万円とする。 

①  個人会員    １口以上 

②  団体会員   １０口以上 

 

２． 正会員は所定の年会費 10 年分を一括で支払うことによって、永続会員になることができる。

永続会員については、個人会員の場合は死去、団体会員の場合は解散まで会員資格が自動的

に継続する。 

３． 年会費は毎年４月末日までに指定の銀行口座に振り込むものとする。ただし、個人ないし団

体が入会するために 10 月以降に支払った年会費は翌年度分の会費とみなし、当該の個人や団

体は会費の支払時点で新会員になる資格を得る。 

４． 初年度の年会費については、入会申込を行った翌月末までに振り込むものとする。 

 

振込口座 

 銀行名 ゆうちょ銀行 

 店番号 098 

 口座番号 0702268 

 預金種目 普通 

口座名義 専修大学デジタル-コミュニティ通貨コンソーシアムラボラトリー 

 

 銀行名 ゆうちょ銀行 

 記号 10990 

 番号 07022681 

 口座名義 専修大学デジタル-コミュニティ通貨コンソーシアムラボラトリー 

 ※振込手数料は各自ご負担ください。また、口座振込をされましたら、以下の事務局までご 
一報くださいますようお願いします。 Mail to: info@goodmoneylab.org 


